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規 則

栃 木 県 規 則 第 十 二 号

　 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 及 び 栃 木 県 環 境 影 響

評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 及 び 栃 木 県 環 境

影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 （ 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年

栃 木 県 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 四 の 七 の 項 中 「 第 十 三 条 第 三 項 及 び 第 十 四 条 第 三 項 」 を 「 第 二 十 条 第 三 項 及 び 第 二 十 一 条 第 三 項 」

に 改 め る 。

　 （ 栃 木 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 栃 木 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 備 考 一 中 「第₁₃条第１項 」 を 「第₂₀条第１項 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 二 の 十 三 の 項 第 六 号 及 び 十 七 の 項 第 八 号 中 「第₁₃条第３項 」 を 「第₂₀条第３項 」 に 、「第₁₄条第３項 」

を 「第₂₁条第３項 」 に 、 「第₂₆条第１項 」 を 「第₃₃条第１項 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則



（235）栃 木 県 公 報 第2158号平成₂₂年３月₂₆日　金曜日

告 示

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 廃 棄 物 対 策 課 ）　

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 規 則 第 十 三 号

　 栃 木 県 風 致 地 区 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

栃 木 県 風 致 地 区 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 栃 木 県 風 致 地 区 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 　 　 　 　 「　 　 　 　 　 　 　 「

　 別 表 第 二 中　 　 　 　 　 　 　 を　 　 　 　 　 　 　 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 施 行 す る 。

（ 都 市 計 画 課 ）　

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 号

　 特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 騒 音 及 び 特 定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒 音 に つ い て 規 制 す る 地 域 等 （ 昭 和

四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 一 の 項 第 一 号 中 「 、 大 平 町 、 藤 岡 町 」 及 び 「 、 都 賀 町 」 を 削 る 。

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 一 号

　 振 動 を 防 止 す る こ と に よ り 住 民 の 生 活 環 境 を 保 全 す る 必 要 が あ る と 認 め る 地 域 の 指 定 等 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木

県 告 示 第 七 百 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 一 の 項 第 一 号 中 「 、 大 平 町 、 藤 岡 町 」 及 び 「 、 都 賀 町 」 を 削 る 。

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 二 号

　 悪 臭 防 止 法 の 規 定 に 基 づ く 規 制 地 域 及 び 悪 臭 物 質 の 規 制 基 準 （ 平 成 三 年 栃 木 県 告 示 第 五 百 八 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 一 の 項 第 一 号 中 「 に 区 画 し た 」 を 「 、 別 図 二 十 七 、 別 図 二 十 八 及 び 別 図 三 十 に 区 画 し た 地 域 並 び に 別 表 に 掲

げ る 」 に 改 め 、 同 項 中 第 二 十 号 及 び 第 二 十 一 号 を 削 り 、 第 二 十 二 号 を 第 二 十 号 と し 、 第 二 十 三 号 を 削 り 、 第 二

十 四 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 二 十 五 号 か ら 第 二 十 七 号 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

　 別 表 中

「

を
」　

「

佐 野 市 佐 野 市 立 常 盤 中 学 校 ・ 佐 野 市 立 常 盤 小 学 校 ・ 佐 野 市 立 氷 室 小 学 校 ・ 佐 野 市 立 く ず う 保 育

園 ・ 佐 野 市 立 と き わ 保 育 園 ・ 佐 野 市 国 民 健 康 保 険 常 盤 診 療 所 ・ 佐 野 市 国 民 健 康 保 険 氷 室

診 療 所 ・ 報 徳 会 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 周 囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

栃木市栃木市
大平町

栃 木 市 栃 木 県 立 栃 木 翔 南 高 等 学 校 ・ 栃 木 市 立 大 平 南 中 学 校 ・ 栃 木 市 大 平 南 第 二 保 育 園 の 周 囲 百
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に
」　

改 め 、 同 表 日 光 市 の 項 中 「 ・ 松 澤 医 院 」 を 削 り 、 「 見 龍 堂 病 院 」 を 「 見 龍 堂 ク リ ニ ッ ク か わ せ み 」 に 改 め 、

「 ・ 栃 木 県 砥 川 荘 」 を 削 り 、 同 表 壬 生 町 の 項 中 「 壬 生 町 立 北 小 学 校 」 を 「 壬 生 町 立 壬 生 北 小 学 校 」 に 改 め 、

同 表 大 平 町 の 項 を 削 り 、 同 表 塩 谷 町 の 項 中 「 大 宮 保 育 園 」 を 「 お お み や 保 育 園 」 に 改 め る 。

　 別 図 二 十 七 中 「大平町 」 を 「栃木市 」 に 改 め 、 別 図 二 十 八 中 「藤岡町 」 を 「栃木市 」 に 改 め 、 別 図 三 十 中

「都賀町 」 を 「栃木市 」 に 改 め る 。

（ 環 境 保 全 課 ）　

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 三 号

　 水 防 管 理 団 体 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 昭 和 四 十 四 年 栃 木 県 告 示 第 五 百 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、

平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 二 町 村 の 項 中 「 、 大 平 町 、 藤 岡 町 」 及 び 「 、 都 賀 町 」 を 削 る 。

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 四 号

　 水 防 警 報 を 行 う 河 川 の 指 定 （ 平 成 十 八 年 栃 木 県 告 示 第 二 百 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成

二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 表 利 根 川 水 系 の 部 巴 波 川 の 項 及 び 永 野 川 の 項 中 「 下 都 賀 郡 大 平 町 大 字 伯 仲 」 を 「 栃 木 市 大 平 町 伯 仲 」 に 改 め

る 。

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 五 号

　 洪 水 予 報 を 行 う 河 川 の 指 定 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 七 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成

二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 表 利 根 川 水 系 の 部 永 野 川 の 項 中 「 下 都 賀 郡 大 平 町 大 字 伯 仲 」 を 「 栃 木 市 大 平 町 伯 仲 」 に 改 め る 。
（ 河 川 課 ）　

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 六 号

　 土 砂 災 害 警 戒 区 域 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 二 百 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、

平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 「 土 木 部 砂 防 課 」 を 「 県 土 整 備 部 砂 防 水 資 源 課 」 に 、 「 大 平 町 役 場 」 を 「 栃 木 市 役 所 」 に 改 め 、 表 中 「大平
町大字下皆川 」 を 「栃木市大平町下皆川 」 に 、 「大平町大字西山田 」 を 「栃木市大平町西山田 」 に 改 め る 。

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 七 号

　 土 砂 災 害 警 戒 区 域 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成 二 十 一 年 栃 木 県 告 示 第 九 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、

平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

メ ー ト ル 以 内 の 区 域

佐 野 市 佐 野 市 立 常 盤 中 学 校 ・ 佐 野 市 立 常 盤 小 学 校 ・ 佐 野 市 立 氷 室 小 学 校 ・ 佐 野 市 立 く ず う 保 育

園 ・ 佐 野 市 立 と き わ 保 育 園 ・ 佐 野 市 国 民 健 康 保 険 常 盤 診 療 所 ・ 佐 野 市 国 民 健 康 保 険 氷 室

診 療 所 ・ 報 徳 会 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 周 囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域
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栃木県告示第181号
　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成₁₄年法律第₈₈号）第７条第１項の規定により特定鳥獣保護
管理計画として栃木県ツキノワグマ保護管理計画（二期計画）を定めたので、同条第７項において準用する同
法第４条第４項の規定により公表する。
　なお、栃木県ツキノワグマ保護管理計画（二期計画）は、栃木県環境森林部自然環境課、各環境森林事務所
及び栃木県矢板森林管理事務所において一般の縦覧に供する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第182号
　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成₁₄年法律第₈₈号）第７条第１項の規定により特定鳥獣保護
管理計画として栃木県イノシシ保護管理計画（二期計画）を定めたので、同条第７項において準用する同法第
４条第４項の規定により公表する。
　なお、栃木県イノシシ保護管理計画（二期計画）は、栃木県環境森林部自然環境課、各環境森林事務所及び
栃木県矢板森林管理事務所において一般の縦覧に供する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（自然環境課）　

　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 「 都 賀 町 役 場 」 を 「 栃 木 市 役 所 」 に 改 め 、 表 中 「都賀町 」 を 「栃木市都賀町 」 に 改 め る 。

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 八 号

　 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 二 百 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

し 、 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 「 栃 木 県 土 木 部 砂 防 課 」 を 「 栃 木 県 県 土 整 備 部 砂 防 水 資 源 課 」 に 、「 大 平 町 役 場 」 を 「 栃 木 市 役 所 」 に 改 め 、

表 中 「大平町大字下皆川 」 を 「栃木市大平町下皆川 」 に 、 「大平町大字西山田 」 を 「栃木市大平町西山田 」 に

改 め る 。

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 九 号

　 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成 二 十 一 年 栃 木 県 告 示 第 九 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

し 、 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 「 都 賀 町 役 場 」 を 「 栃 木 市 役 所 」 に 改 め 、 表 中 「都賀町 」 を 「栃木市都賀町 」 に 改 め る 。
（ 砂 防 水 資 源 課 ）　

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

栃 木 県 告 示 第 百 八 十 号

　 屋 外 広 告 物 掲 出 禁 止 区 域 等 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県 告 示 第 四 百 七 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 第 八 の 部 第 一 号 、 第 九 の 部 第 三 号 及 び 第 十 の 部 １ の 項 第 四 号 中 「 下 都 賀 郡 都 賀 町 」 を 「 栃 木 市 」 に 改 め る 。

（ 都 市 計 画 課 ）　

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
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栃木県告示第183号
　家畜改良増殖法（昭和₂₅年法律第₂₀₉号）第４条第１項第２号に規定する臨時種畜検査を実施するので、家
畜改良増殖法施行規則（昭和₂₅年農林省令第₉₆号）第２条第２項の規定により次のとおり公表する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

検　　査　　日　　時
検　　査　　場　　所

月　　　日 時　　　刻

４月₂₁日（水） 午前₁₁時 那須塩原市

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第184号
　土地改良法（昭和₂₄年法律第₁₉₅号）第₃₀条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

大 山 土 地 改 良 区 平成₂₂年３月９日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第185号
　次の土地改良区から申請のあった新規土地改良事業の施行に関し、土地改良法（昭和₂₄年法律第₁₉₅号）第
₄₈条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により審査を行った結果適当と決定したので、同条第６
項の規定により公告する。
　なお、同法第₄₈条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、土地改良事業計画書を所轄農業
振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第₄₈条第９項において準用する同法第９条第１項の規定
により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し出ることができる。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土地改良区名 事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 出 期 限 所 轄 農 業
振 興 事 務 所

都 賀 町
土 地 改 良 区

都賀町土地改良区土地改良
（維持管理）事業

平成₂₂年３月₂₉日から
同年４月₂₃日まで

平成₂₂年５月₁₀日 下 都 賀 農 業
振 興 事 務 所

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第186号
　土地改良法（昭和₂₄年法律第₁₉₅号）第₈₉条の２第１項の規定により、次の地域の換地計画を定めたので、
同条第４項において準用する同法第₈₇条第５項の規定により公告する。
　なお、同法第₈₉条の２第４項において準用する同法第₈₇条第５項の規定により、換地計画書の写しを所轄農
業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第₈₉条の２第４項において準用する同法第₈₇条第６項の
規定により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し立てることができる。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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事 業 名 地 域 名 縦 覧 期 間 異 議 申 立 期 限 所轄農業振興事務所

県 営 風 見 上 平 地 区
土地改良（区画整理）事業

風見上平
地区

平成₂₂年３月₂₉日から
同年４月₂₃日まで

平成₂₂年５月₁₀日 塩谷農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第187号
　道路法（昭和₂₇年法律第₁₈₀号）第₁₈条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成₂₂年３月₂₆日から同年４月₂₆日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ

道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　小山環状線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷 地 の 幅 員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

₂₆₉
前 小山市大字粟宮字松木₂₆₁₇︲６から

小山市大字粟宮字西添₂₄₈₅︲３まで ₈．₇ ～ ₁₃．₄ ₁₆₁．₀

後 小山市大字粟宮字松木₂₆₁₇︲６から
小山市大字粟宮字西添₂₄₈₅︲３まで ₁₀．₈ ～ ₂₉．₈ ₁₆₁．₀

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　黒磯田島線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷 地 の 幅 員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

₃₃₉
前 那須塩原市百村字深山₃₀₉₂︲₃₆から

那須塩原市百村字深山₃₀₉₂︲₃₆まで ₆．₅ ～ ₈．₃ ₃₅．₀

後 那須塩原市百村字深山₃₀₉₂︲₃₆から
那須塩原市百村字深山₃₀₉₂︲₃₆まで ₂₉．₁ ～ ₃₄．₇ ₃₅．₀

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第188号
　道路法（昭和₂₇年法律第₁₈₀号）第₁₈条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成₂₂年３月₂₆日から同年４月₂₆日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日

₅₂ 一 般 県 道
太 平 山 公 園 線

栃木市祝町₃₉₀︲₁₂地先から
栃木市祝町₃₉₀︲₁₁地先まで 平成₂₂年３月₂₆日

₂₀₁ 一 般 県 道
作 原 田 沼 線

佐野市岩崎町字合ノ道₅₄₃︲１地先から
佐野市岩崎町字押出₁₈₂︲１地先まで

平成₂₂年３月₂₈日
午後２時



（240） 栃 木 県 公 報 第2158号平成₂₂年３月₂₆日　金曜日

₂₆₄
一 般 県 道
小 山 結 城 線

小山市城山町３丁目₁₇₄₀︲１から
小山市城山町３丁目₁₇₃₇︲２まで

平成₂₂年３月₂₆日

₂₆₅
一 般 県 道
粟 宮 喜 沢 線

小山市城山町３丁目₁₇₆₁︲２から
小山市本郷町２丁目₁₇₀₅︲１まで

平成₂₂年３月₂₆日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第189号
　都市計画法第₃₄条第８号の３の条例で指定する土地の区域の指定に関する告示（平成₁₇年栃木県告示第₃₆
号）は、平成₂₂年３月₂₈日限り、廃止する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市計画課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第190号
　都市計画法（昭和₄₃年法律第₁₀₀号）第₅₉条第１項の規定により、次の都市計画事業を認可したので、同法
第₆₂条第１項の規定により告示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　都賀町
２　都市計画事業の種類及び名称
　　小山栃木都市計画墓園事業　１号都賀町聖地公園
３　事業施行期間
　　平成₂₂年３月₂₆日～平成₂₇年３月₃₁日
４　事業地
　⑴　収用の部分
　　　栃木県下都賀郡都賀町大字木字出井、字八幡及び字北寺地内
　⑵　使用の部分
　　　なし
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第191号
　都市計画法（昭和₄₃年法律第₁₀₀号）第₆₃条第１項の規定により、平成₁₂年栃木県告示第₆₀₉号宇都宮市計画
下水道事業芳賀町公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第₆₂条第１
項の規定により告示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
　　芳賀町
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇都宮市計画下水道事業芳賀町公共下水道
３　事業施行期間
　　平成₁₂年₁₁月２日～平成₂₇年３月₃₁日
４　事業地
　⑴　収用の部分

　平成₁₂年栃木県告示第₆₀₉号及び平成₁₆年栃木県告示第₈₉号の事業地に大字祖母井字杉並、字古屋敷、
字赤坂道下及び字立海道西地内を加え、大字祖母井字西町、字城の内、字内町、字小竹道下及び字代町地
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内において事業地を変更する。
　⑵　使用の部分
　　　なし

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

訓 令

公 告
　　　○大規模小売店舗の変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成₁₀年法律第₉₁号）第６条第１項の規定により大規模小売店舗の変更に関する届
出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及
び添付書類を縦覧に供する。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、平成₂₂年７月₂₆日までに知事に意見書を提出す
ることができる。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　カトレアガーデン宇都宮南店
　　宇都宮市インターパーク四丁目１番地２
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
　　ダイワロイヤル株式会社
　　東京都台東区上野七丁目₁₄番４号
３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

大規模小売店舗の所在地 宇都宮市中島町₈₉₀番地 宇都宮市インターパーク
四丁目１番地２

平成₂₀年９月₁₃日

大規模小売店舗において小
売業を行う者の氏名又は名
称及び住所並びに法人に
あっては代表者の氏名

日本トイザらス株式会社
外９者

日本トイザらス株式会社
外₁₀者

平成₂₁年６月₂₇日

栃 木 県 訓 令 第 二 号

本　 　 庁　

　 栃 木 県 危 機 管 理 の た め の 宿 日 直 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 　 　 栃 木 県 危 機 管 理 の た め の 宿 日 直 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 栃 木 県 危 機 管 理 の た め の 宿 日 直 に 関 す る 規 程 （ 平 成 二 十 年 栃 木 県 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　 第 四 条 第 一 項 各 号 中 「 午 後 五 時 三 十 分 」 を 「 午 後 五 時 十 五 分 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 消 防 防 災 課 ）　

　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
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４　届出年月日
　　平成₂₂年３月₁₅日
５　縦覧場所
　　栃木県産業労働観光部経営支援課

Ⅱ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　コジマＮＥＷ駒生店
　　宇都宮市駒生町₈₈₇︲４外
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
　　有限会社上澤
　　宇都宮市駒生町₈₉₈番地
　　株式会社コジマ
　　宇都宮市星が丘二丁目１番８号
３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

株式会社コジマ
代表取締役　小島　章利

株式会社コジマ
代表取締役　寺﨑　悦男

平成₂₂年２月₁₆日

４　届出年月日
　　平成₂₂年３月₁₆日
５　縦覧場所
　　栃木県産業労働観光部経営支援課

Ⅲ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　コジマＮＥＷ宇都宮南店
　　宇都宮市宮の内二丁目₈₀₆︲１外
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
　　株式会社コジマ
　　宇都宮市星が丘二丁目１番８号
３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

株式会社コジマ
代表取締役　小島　章利

株式会社コジマ
代表取締役　寺﨑　悦男

平成₂₂年２月₁₆日

４　届出年月日
　　平成₂₂年３月₁₆日
５　縦覧場所
　　栃木県産業労働観光部経営支援課

Ⅳ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　コジマＮＥＷ栃木店
　　栃木市箱森町₄₁番地３外
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
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　　株式会社コジマ
　　宇都宮市星が丘二丁目１番８号
３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

株式会社コジマ
代表取締役　小島　章利

株式会社コジマ
代表取締役　寺﨑　悦男

平成₂₂年２月₁₆日

４　届出年月日
　　平成₂₂年３月₁₆日
５　縦覧場所
　　栃木県産業労働観光部経営支援課

Ⅴ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　コジマＮＥＷ佐野店
　　佐野市高萩町₁₃₃₈番地１外
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
　　株式会社コジマ
　　宇都宮市星が丘二丁目１番８号
３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

株式会社コジマ
代表取締役　小島　章利

株式会社コジマ
代表取締役　寺﨑　悦男

平成₂₂年２月₁₆日

４　届出年月日
　　平成₂₂年３月₁₆日
５　縦覧場所
　　栃木県産業労働観光部経営支援課

Ⅵ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地

コジマＮＥＷ日光店
日光市今市₁₀₀₇番１外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
株式会社コジマ
宇都宮市星が丘二丁目１番８号

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

株式会社コジマ
代表取締役　小島　章利

株式会社コジマ
代表取締役　寺﨑　悦男

平成₂₂年２月₁₆日

４　届出年月日
平成₂₂年３月₁₆日
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５　縦覧場所
栃木県産業労働観光部経営支援課

Ⅶ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地

コジマＮＥＷ小山店
小山市駅南町六丁目₁₃番４号外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
有限会社池田
小山市東城南二丁目₃₂番地３
株式会社コジマ
宇都宮市星が丘二丁目１番８号

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

株式会社コジマ
代表取締役　小島　章利

株式会社コジマ
代表取締役　寺﨑　悦男

平成₂₂年２月₁₆日

４　届出年月日
平成₂₂年３月₁₆日

５　縦覧場所
栃木県産業労働観光部経営支援課

Ⅷ
１　大規模小売店舗の名称及び所在地

コジマＮＥＷ真岡店
真岡市上高間木二丁目₁₇番７外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
株式会社コジマ
宇都宮市星が丘二丁目１番８号

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

株式会社コジマ
代表取締役　小島　章利

株式会社コジマ
代表取締役　寺﨑　悦男

平成₂₂年２月₁₆日

４　届出年月日
平成₂₂年３月₁₆日

５　縦覧場所
栃木県産業労働観光部経営支援課

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○疑似患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和₂₆年法律第₁₆₆号）第₁₃条第１項の規定により、家畜が疑似患畜となったことを発
見した旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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家 畜 伝 染 病
の 種 類

家 畜 の
種 類

患 畜 又 は 疑 似
患 畜 の 区 分 頭 羽 群 数 発 生 の 場 所

又 は 区 域 発 生 年 月 日 経過及び
転 帰

ヨーネ病 牛 疑似患畜 １頭 市貝町 平成₂₂年３月₁₀日 隔離中

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地区画整理事業の換地処分の届出
　土地区画整理法（昭和₂₉年法律第₁₁₉号）第₁₀₃条第３項の規定により、益子町七井第１土地区画整理事業の
地区内の土地について次のとおり換地処分を行った旨の届出があったので、同条第４項の規定により公告す
る。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　換地処分の年月日
　　平成₂₂年３月８日
２　換地処分の内容
　　平成₂₂年２月₂₃日付け栃木県指令都計第₃₉₇号で認可した換地計画のとおり。
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和₄₃年法律第₁₀₀号）第₃₆条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

真岡市若旅字寺内原₁₄₃₁番２、₁₄₃₁番₂₇、
₁₄₃₁番₂₉

真岡市若旅₁₄₃₁番地２ 星 野 裕 司

真岡市西田井字北原₂₂₄₉番３ 宇都宮市御幸ヶ原₁₄₆番地２ 上 野 剛 史

益子町大字北中字前田９番１、９番３、₁₁番
２、₁₂番５、₁₃番１、₁₃番３、₁₃番４、₁₄番１、
₁₄番５、₁₅番１、₁₆番１、₁₆番２、₁₆番４
（開発行為に関する工事）
益子町大字北中字前田₁₃番１地先法定外道路

宇都宮市平出工業団地₄₁番地₁₁ 株式会社サンユー

真岡市谷貝新田字下山₆₉番１の一部、₆₉番４ 真岡市谷貝新田₆₉番地２ 井 澤 　 丸

真岡市高田字市ノ塚₄₉₁番２ 真岡市高田₆₀₅番地 柳 田 智 則

下都賀郡藤岡町大字都賀字中道₁₁₄₃番２、
₁₁₄₄番２

下都賀郡藤岡町大字藤岡₄₁₉₆番地２
ハイツクリーンヒル₂₀₁

一 条 嘉 之

下野市小金井字桑木原₁₄₄₅番２ 下野市柴₂₉₂番地３ 増 山 　 豊

下都賀郡野木町大字佐川野字上高谷₁₃₈₃番１ 下都賀郡野木町大字佐川野₁₃₇₈番地
１

舘 野 直 哉

下都賀郡岩舟町大字畳岡字北久保₃₂₁番１ 下都賀郡岩舟町大字畳岡₃₉₁番地２ 斧 澤 　 豊

下都賀郡壬生町大字福和田字中道北₁₂₈₉番
６、₁₂₈₉番７

下都賀郡壬生町大字福和田₁₂₈₉番地
１

手 塚 恵 守
手 　 塚 　 菜 津 子

下都賀郡大平町大字富田字塚田₂₇₃₅番１ 下都賀郡大平町大字富田₂₇₃₅番地１ 羽 金 貴 之

下都賀郡藤岡町大字赤麻字北原東中₁₂₇₁番４ 下都賀郡藤岡町大字大前₁₂₄₀番地₁₂ 田 口 克 志
田 　 口 　 貴 美 江
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下都賀郡大平町大字下皆川字川向₉₁₆番２、
₉₁₉番１、₉₁₉番２、₉₁₉番３

下都賀郡大平町大字下皆川₉₁₉番地 吉 田 純 哉
吉 田 良 子

下都賀郡大平町大字富田字愛宕₂₂₇₅番１、
₂₂₇₅番５

下都賀郡大平町大字富田₁₆₀₉番地 平 本 幸 三

下都賀郡藤岡町大字赤麻字西原東₈₃₄番１ 下都賀郡藤岡町大字赤麻₈₆₃番地 高 際 宏 和

大田原市浅香５丁目₃₇₆₄番₉₅、加治屋字加治
屋₉₄番₁₁₅₄、₉₄番₁₁₅₆
（開発行為に関する工事）
大田原市浅香５丁目₃₇₆₄番₅₀の一部、₃₇₆₄番
₅₅の一部、₃₇₆₄番₈₁の一部

那須烏山市興野₃₁₆番地１ 有限会社クローバー

さくら市下河戸字西山₁₂₁₅番₃₁の一部、₁₂₁₅
番₆₄の一部、₁₂₁₅番₆₆の一部、₁₂₁₅番₇₆の一
部、₁₂₁₅番₈₄の一部、₁₂₁₅番₈₅の一部、₁₂₁₅
番₁₃₆の一部、字小左ェ門久保₁₂₁₈番５の一
部、₁₂₁₈番７の一部、₁₂₁₈番９の一部、₁₂₁₉
番１の一部、₁₂₁₉番３の一部、₁₂₂₀番₄₃の一
部
【第４工区】
さくら市下河戸字小左ェ門久保₁₂₁₇番１の一
部、₁₂₁₈番５の一部、₁₂₁₉番１の一部、₁₂₁₉
番３の一部、₁₂₂₀番８の一部、₁₂₂₀番₃₁の一
部、₁₂₂₀番₃₂の一部、₁₂₂₀番₄₃の一部、字タ
カトヤ₁₂₁₈番１の一部、₁₂₂₁番₂₁の一部、
₁₂₂₁番₂₇の一部、₁₂₂₁番₂₈の一部
【第５工区】

東京都港区南青山２丁目１番１号 本 田 技 研 工 業
株 式 会 社

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第４条の規定による年度ごとにし
なければならない公示

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第₃₇₂号）第４条の規定
による年度ごとにしなければならない公示は、平成₂₂年度においては、競争入札参加者資格等（平成８年栃木
県告示第₁₀₅号）のとおりである。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（会計局会計課）　

　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第６号
　政治資金規正法（昭和₂₃年法律第₁₉₄号）第６条第１項の規定による政治団体の届出があったので、同法第
７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県選挙管理委員会委員長　　岩　　崎　　　　　修　　
　（その他の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名
会 計 責 任 者
の 氏 名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
届 出
年 月 日
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青田よしひと後援会 青田　兆史 岸　　徹 栃木県日光市清滝２︲６︲７
平成₂₁年
₁₂月₂₄日

鈴木史郎後援会 河野辺　恒雄 篠宮　ヒロ子 栃木県下都賀郡壬生町安塚₁₉₃₅
平成₂₁年
₁₁月₂₀日

高久まさる地方政治研究会 高久　勝 綱島　博道
栃木県那須郡那須町大字寺子乙
₁₅₉₃

平成₂₁年
₁₂月₂₄日

長山やすたか後援会 成瀬　冨美男 稲田　邦雄
栃木県下都賀郡大平町大字真弓
₁₂₃₁

平成₂₁年
₁₂月₁₆日

柳あきじ後援会 菅谷　正明 大塚　清一 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽₂₃₀₈
平成₂₁年
₁₀月₂₆日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第７号
　政治資金規正法（昭和₂₃年法律第₁₉₄号）第７条の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったの
で、同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県選挙管理委員会委員長　　岩　　崎　　　　　修　　
　（政党）

政 治 団 体 の 名 称 異 動 事 項 新 旧 届 出
年 月 日

自由民主党黒羽支部

主たる事務所の
所 在 地

栃木県大田原市黒羽向
町₄₂

栃木県大田原市黒羽向
町₁₁

平成₂₁年
₁₂月₂₅日代 表 者 の 氏 名 木曽　昭孝 斉藤　典男

会 計 責 任 者 の
氏 名 廻谷　三男 植竹　雅弘

自由民主党上河内支部
主たる事務所の
所 在 地

栃木県宇都宮市下小倉
町₁₅₂₉

栃木県宇都宮市中里町
₄₇₅ 平成₂₁年

₁₀月₂₉日
代 表 者 の 氏 名 山田　孝英 手塚　順一

自由民主党栃木県小山市・
野木町第四支部

主たる事務所の
所 在 地

栃木県小山市小宅₆₂₈︲
２

栃木県小山市大行寺
₁₂₀₅︲３

平成₂₁年
₁₂月₂₅日

自由民主党栃木県第一選挙
区支部

主たる事務所の
所 在 地

栃木県宇都宮市一の沢
１︲２︲６

栃木県宇都宮市桜４︲
１︲₃₆ 平成₂₁年

₁₁月６日会 計 責 任 者 の
氏 名 山本　光雄 玉生　正行

民主党栃木県参議院選挙区
第１総支部

会 計 責 任 者 の
氏 名 家藤　義人 菅又　佳郎 平成₂₁年

₁₀月₂₈日

　（その他の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 異 動 事 項 新 旧 届 出
年 月 日

今井やすお後援会 会 計 責 任 者 の
氏 名 綱川　勝一 玉木　朝子 平成₂₁年

₁₂月₂₅日

大谷のりお後援会 会 計 責 任 者 の
氏 名 田中　順一 石崎　廣美 平成₂₁年

₁₁月₂₆日
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鹿沼市との合併を実現する
会

会 計 責 任 者 の
氏 名 福田　一雄 針谷　正夫 平成₂₁年

₁₂月７日

岸こう平後援会
代 表 者 の 氏 名 茂呂　静 岸　勝彦

平成₂₁年
₁₂月₁₀日会 計 責 任 者 の

氏 名 岸　嘉彦 岸　力男

木村ひろきと市民ネット
ワーク

主たる事務所の
所 在 地

栃木県真岡市熊倉３－
₂₅－５

栃木県真岡市田町₂₃₀₆
－３ 平成₂₁年

₁₂月９日会 計 責 任 者 の
氏 名 木村　あきよ 仙波　恒雄

佐藤栄栃の葉後援会 会 計 責 任 者 の
氏 名 池澤　隆司 田代　忠義 平成₂₁年

₁₁月₂₀日

鈴木としみ後援会 会 計 責 任 者 の
氏 名 阿部　勝彦 柴田　保男 平成₂₁年

₁₁月₂₄日

星和会 代 表 者 の 氏 名 星　一男 福田　光男 平成₂₁年
₁₁月２日

栃木県産業廃棄物処理業政
治連盟

会 計 責 任 者 の
氏 名 豊田　正 長野　榮夫 平成₂₁年

₁₂月₂₂日

栃木県珠算普及政治連盟
代 表 者 の 氏 名 木村　吉男 亀和田　公一

平成₂₁年
₁₀月₂₇日会 計 責 任 者 の

氏 名 亀和田　公一 太刀川　久美子

日本酪農政治連盟栃木県支
部連合会

会 計 責 任 者 の
氏 名 八木沢　孝一 阿久津　甲一 平成₂₁年

₁₁月₁₆日

蓮実進後援会

国 会 議 員 関 係
政治団体の区分

国会議員関係政治団体
以外の政治団体

法第十九条の七第一項
第二号に係る国会議員
関係政治団体 平成₂₁年

₁₁月₁₇日公職の候補者の
氏 名 及 び 公 職
の 種 類

蓮実　進、衆議院議員

船田元後援会総連合会

主たる事務所の
所 在 地

栃木県宇都宮市一の沢
１︲２︲６

栃木県宇都宮市桜４︲
１︲₃₆ 平成₂₁年

₁₁月６日会 計 責 任 者 の
氏 名 山本　光雄 玉生　正行

船田元を支援する青年の会 主たる事務所の
所 在 地

栃木県宇都宮市一の沢
１︲２︲６

栃木県宇都宮市桜４︲
１︲₃₆

平成₂₁年
₁₁月₁₂日

村尾光子を応援する会 会 計 責 任 者 の
氏 名 村尾　捷利 根本　政子 平成₂₁年

₁₀月₂₇日

山田たかひで後援会 会 計 責 任 者 の
氏 名 江連　金夫 若色　一夫 平成₂₁年

₁₁月₃₀日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第８号
　政治資金規正法（昭和₂₃年法律第₁₉₄号）第₁₇条第１項の規定による政治団体の解散の届出があったので、
同条第３項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
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　　平成₂₂年３月₂₆日
栃木県選挙管理委員会委員長　　岩　　崎　　　　　修　　

　（政党）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 会計責任者の
氏 名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届 出

年 月 日

自由民主党小川支部 杉本　益三 薄井　和平 栃木県那須郡那珂川町片平₂₉₄︲３ 平成₂₁年
₁₂月₂₅日

　（その他の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 会計責任者の
氏 名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届 出

年 月 日

明るい足利を創る市民の会 板橋　敏雄 久保田　進 栃木県足利市旭町₅₅₃ 平成₂₁年
₁₂月₂₄日

飯野健一後援会 相馬　省二 佐川　宗男 栃木県足利市田中町₄₇ 平成₂₁年
₁₂月₂₄日

亀山まさし後援会 奥澤　大樹 亀山　忠雄 栃木県佐野市栃本町₂₂₁₁︲１ 平成₂₁年
₁₂月₂₄日

環整連政治連盟栃木県支部 久保　義明 久保　義明 栃木県宇都宮市松原２︲５︲₂₁ 平成₂₁年
₁₁月₂₀日

鈴木としみと歩む会 鈴木　俊美 阿部　勝彦 栃木県下都賀郡大平町大字新₄₁₃ 平成₂₁年
₁₁月₂₄日

栃木県社会保険労務士政治
連盟 川田　英司 増渕　裕美 栃木県佐野市下羽田町₇₆₃︲３ 平成₂₁年

₁₀月₂₂日

栃木小泉あきお会 伴　乃昶 山田　孝英 栃木県宇都宮市下小倉町₁₅₂₉ 平成₂₁年
₁₁月₃₀日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第９号
　政治資金規正法（昭和₂₃年法律第₁₉₄号）第₁₉条第２項の規定による資金管理団体の指定の届出があったの
で、同法第₁₉条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県選挙管理委員会委員長　　岩　　崎　　　　　修　　

届 出 者 の
氏 名

公 職 の
種 類 資 金 管 理 団 体 の 名 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代 表 者 の

氏 名
届 出
年 月 日

青田　兆史 日 光 市
議会議員 青田よしひと後援会 栃木県日光市清滝２︲６︲７ 青田　兆史 平成₂₁年

₁₂月₂₂日

鈴木　俊美 大平町長 鈴木としみ後援会 栃木県下都賀郡大平町大字
新₄₁₃ 鈴木　俊美 平成₂₁年

₁₁月₂₄日

高久　勝 那須町長 高久まさる地方政治研究会 栃木県那須郡那須町寺子乙
₁₅₉₃ 高久　勝 平成₂₁年

₁₂月₂₄日

星　一男 栃 木 県
議会議員 星和会 栃木県日光市森友₇₄₀ 星　一男 平成₂₁年

₁₁月２日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第10号
　政治資金規正法（昭和₂₃年法律第₁₉₄号）第₁₉条第３項の規定による資金管理団体の指定の取消しの届出が
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あったので、同法第₁₉条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県選挙管理委員会委員長　　岩　　崎　　　　　修　　

届 出 者 の
氏 名

公 職 の
種 類

資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 の
氏 名

届 出
年 月 日

鈴木　俊美 大平町長 鈴木としみと歩む会
栃木県下都賀郡大平町大字新
₄₁₃

鈴木　俊美
平成₂₁年
₁₁月₂₄日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第11号
　政治資金規正法（昭和₂₃年法律第₁₉₄号）第₂₀条第１項の規定により、解散した政治団体に係る収支報告書
の要旨を次のとおり公表する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県選挙管理委員会委員長　　岩　　崎　　　　　修　　
（単位　円）

平成₂₁年解散分
自由民主党小川支部
報告年月日 ₂₁．₁₂．₂₅（₂₁．₁₂．₁₂解散）
１　収入総額 ₁₄，₅₁₀
　　　前年繰越額 ₁₄，₄₆₄
　　　本年収入額 ₄₆
２　支出総額 ₁₄，₅₁₀
３　本年収入の内訳
　　寄附 ₃₃
　　　個人分 ₃₃
　　その他の収入 ₁₃
　　　一件十万円未満のもの ₁₃
４　支出の内訳
　　政治活動費 ₁₄，₅₁₀
　　　調査研究費 ₁₄，₅₁₀
５　寄附の内訳
　（個人分）
　　年間五万円以下のもの ₃₃

鈴木としみと歩む会
資金管理団体の届出をした者の氏名　　　鈴木　俊美

資金管理団体の届出に係る公職の種類　　大平町長

報告年月日 ₂₁．₁₁．₂₄（₂₁．₁₁．₄解散）
１　収入総額 ₂，₂₂₆，₂₇₀
　　　前年繰越額 ₂₂，₂₈₅
　　　本年収入額 ₂，₂₀₃，₉₈₅
２　支出総額 ₂，₂₁₆，₄₂₀
３　本年収入の内訳
　　個人の党費・会費 （₂₁₂₆人）　₂，₁₂₆，₀₀₀
　　寄附 ₇₇，₀₀₀
　　　個人分 ₇₇，₀₀₀
　　その他の収入 ₉₈₅

　　　一件十万円未満のもの ₉₈₅
４　支出の内訳
　　経常経費 ₆₂₇，₀₁₂
　　　人件費 ₂₅₀，₀₀₀
　　　光熱水費 ₁₅₀，₅₁₅
　　　備品・消耗品費 ₉₈，₀₃₇
　　　事務所費 ₁₂₈，₄₆₀
　　政治活動費 ₁，₅₈₉，₄₀₈
　　　組織活動費 ₆₈₇，₁₈₂
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 ₈₅₆，₃₁₇
　　　　機関紙誌の発行事業費 ₁₁₇，₆₀₀
　　　　その他の事業費 ₇₃₈，₇₁₇
　　　その他の経費 ₄₅，₉₀₉
５　寄附の内訳
　（個人分）
　　年間五万円以下のもの ₇₇，₀₀₀

明るい足利を創る市民の会
報告年月日 ₂₁．₁₂．₂₄（₂₁．₁₂．₁₆解散）
１　収入総額 ₂，₁₉₅，₀₀₀
　　　本年収入額 ₂，₁₉₅，₀₀₀
２　支出総額 ₂，₀₀₈，₈₅₉
３　本年収入の内訳
　　寄附 ₂，₁₉₅，₀₀₀
　　　個人分 ₂，₁₉₅，₀₀₀
４　支出の内訳
　　経常経費 ₇₉₁，₀₇₀
　　　備品・消耗品費 ₇₇，₀₇₀
　　　事務所費 ₇₁₄，₀₀₀
　　政治活動費 ₁，₂₁₇，₇₈₉
　　　組織活動費 ₁₅₃，₃₀₀
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 ₁，₀₆₄，₄₈₉
　　　　宣伝事業費 ₁，₀₆₄，₄₈₉
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５　寄附の内訳
　（個人分）
　岩沢　理夫 ₅₀₀，₀₀₀　足利市　
　板橋　敏雄 ₅₀₀，₀₀₀　足利市　
　年間五万円以下のもの ₁，₁₉₅，₀₀₀　　　　　

飯野健一後援会
報告年月日 ₂₁．₁₂．₂₄（₂₁．₁₂．₁₆解散）
１　収入総額 ₈，₉₂₀，₀₀₀
　　　本年収入額 ₈，₉₂₀，₀₀₀
２　支出総額 ₇，₈₁₀，₅₃₆
３　本年収入の内訳
　　寄附 ₈，₉₂₀，₀₀₀
　　　個人分 ₇，₉₂₀，₀₀₀
　　　政治団体分 ₁，₀₀₀，₀₀₀
４　支出の内訳
　　経常経費 ₅，₁₈₇，₉₁₉
　　　人件費 ₁，₃₂₁，₃₀₀
　　　光熱水費 ₁₃₉，₄₀₈
　　　備品・消耗品費 ₁，₇₇₂，₃₁₀
　　　事務所費 ₁，₉₅₄，₉₀₁
　　政治活動費 ₂，₆₂₂，₆₁₇
　　　組織活動費 ₂，₆₂₂，₆₁₇
５　寄附の内訳
　（個人分）
　山根　茂子 ₃₀₀，₀₀₀　足利市　
　相馬　ヨネ ₁，₀₀₀，₀₀₀　足利市　
　青山　敬 ₁₀₀，₀₀₀　足利市　
　菊地　義治 ₅₀₀，₀₀₀　足利市　
　相馬　稔 ₅₀₀，₀₀₀　足利市　
　石井　金吾 ₅₀₀，₀₀₀　足利市　
　篠田　洋行 ₁₀₀，₀₀₀　足利市　
　早川　慶治郎 ₅₀₀，₀₀₀　足利市　
　年間五万円以下のもの ₄，₄₂₀，₀₀₀　　　　　
　（政治団体分）
　自由民主党栃木県第五選挙区支部
 ₁，₀₀₀，₀₀₀　佐野市　

亀山まさし後援会
報告年月日 ₂₁．₁₂．₂₄（₂₁．₁₂．₁₅解散）
１　収入総額 ₄₁₃，₈₉₆
　　　本年収入額 ₄₁₃，₈₉₆
２　支出総額 ₄₁₃，₈₉₆
３　本年収入の内訳
　　寄附 ₄₁₃，₈₉₆
　　　個人分 ₄₁₃，₈₉₆
４　支出の内訳

　　経常経費 ₁₆₄，₇₄₆
　　　光熱水費 ₁₁，₃₄₆
　　　備品・消耗品費 ₈，₈₀₀
　　　事務所費 ₁₄₄，₆₀₀
　　政治活動費 ₂₄₉，₁₅₀
　　　組織活動費 ₃₆，₀₀₀
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 ₂₁₃，₁₅₀
　　　　宣伝事業費 ₂₁₃，₁₅₀
５　寄附の内訳
　（個人分）
　　年間五万円以下のもの ₄₁₃，₈₉₆

環整連政治連盟栃木県支部
報告年月日 ₂₁．₁₁．₂₀（₂₁．₁₁．₁₃解散）
１　収入総額 ₇₁₃，₃₇₃
　　　前年繰越額 ₇₁₂，₈₇₉
　　　本年収入額 ₄₉₄
２　支出総額 ₁₀₀，₀₀₀
３　本年収入の内訳
　　その他の収入 ₄₉₄
　　　一件十万円未満のもの ₄₉₄
４　支出の内訳
　　政治活動費 ₁₀₀，₀₀₀
　　　選挙関係費 ₁₀₀，₀₀₀

栃木県社会保険労務士政治連盟
報告年月日 ₂₁．₁₀．₂₂（₂₁．₆．₂₇解散）
１　収入総額 ₃₇₄，₀₉₁
　　　前年繰越額 ₃₇₃，₄₃₂
　　　本年収入額 ₆₅₉
２　支出総額 ₃₇₄，₀₉₁
３　本年収入の内訳
　　その他の収入 ₆₅₉
　　　一件十万円未満のもの ₆₅₉
４　支出の内訳
　　経常経費 ₆₄，₆₀₇
　　　事務所費 ₆₄，₆₀₇
　　政治活動費 ₃₀₉，₄₈₄
　　　組織活動費 ₁₅₂，₂₅₁
　　　選挙関係費 ₁，₂₅₈
　　　その他の経費 ₁₅₅，₉₇₅

栃木小泉あきお会
報告年月日 ₂₁．₁₁．₃₀（₂₁．₁₁．₂₇解散）
１　収入総額 ₃₁₉，₀₅₃
　　　前年繰越額 ₁₆₂，₉₇₁
　　　本年収入額 ₁₅₆，₀₈₂
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　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第12号
　公職選挙法（昭和₂₅年法律第₁₀₀号）第₁₆₁条第１項第３号の規定に基づく個人演説会、政党演説会又は政党
等演説会の施設を指定した旨、次のとおり報告があったので、同条第４項の規定により告示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県選挙管理委員会委員長　　岩　　崎　　　　　修　　

選 挙 管 理 委 員 会 名 指 定 し た 施 設 の 名 称 指 定 し た 施 設 の 所 在 地

大田原市選挙管理委員会 大田原市親園農村環境改善センター 大田原市花園₁₉₇₃

大田原市選挙管理委員会 大田原市野崎研修センター 大田原市下石上₁₆₉₅︲８

大田原市選挙管理委員会 大田原市湯津上農村環境改善センター 大田原市湯津上５︲₇₇₆

大田原市選挙管理委員会 大田原市山村開発センター 大田原市前田₁₀₁₄

大田原市選挙管理委員会 大田原市黒羽農業構造改善センター 大田原市須佐木₅₃

　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第４号
　地方自治法（昭和₂₂年法律第₆₇号）第₁₉₉条第２項及び第４項の規定に基づく監査を執行したので、同条第
９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県監査委員　　三　　森　　文　　徳　　
　 同 　　　小　　瀧　　信　　光　　

　同　　　　　黒　　本　　敏　　夫　　
　同　　　　　田　　崎　　昌　　芳　　

第１　監査事項
財務に関する事務の執行及びその他の事務の執行

第２　監査対象期間

監 査 実 施 月 監 査 対 象 期 間 備 考

平成₂₂年１月 平成₂₀年度
平成₂₀年度及び平成₂₁年度（９月末現在）
平成₂₀年度及び平成₂₁年度（₁₀月末現在）

給与については予備監査実施日まで

土木事務所の監査対象期間は平成₂₀
年度平成₂₂年２月 平成₂₀年度及び平成₂₁年度（₁₀月末現在）

平成₂₀年度及び平成₂₁年度（₁₁月末現在）

２　支出総額 ₉₄，₇₈₉
３　本年収入の内訳
　　個人の党費・会費 （₄₂人）　₁₅₆，₀₀₀
　　その他の収入 ₈₂
　　　一件十万円未満のもの ₈₂
４　支出の内訳
　　経常経費 ₄，₆₃₅
　　　備品・消耗品費 ₄，₆₃₅
　　政治活動費 ₉₀，₁₅₄
　　　組織活動費 ₈₀，₁₅₄
　　　寄附・交付金 ₁₀，₀₀₀
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第３　監査の結果
（県民生活部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

婦 人 相 談 所 平成₂₂年１月₂₆日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

消 費 生 活 セ ン タ ー 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 南 県 民 セ ン タ ー 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県 北 県 民 セ ン タ ー 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（保健福祉部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

県南食肉衛生検査所 平成₂₂年２月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

県北食肉衛生検査所 平成₂₂年２月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

那 須 学 園 平成₂₂年２月９日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（産業労働観光部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

計 量 検 定 所 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

宇 都 宮 労 政 事 務 所 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

小 山 労 政 事 務 所 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

大 田 原 労 政 事 務 所 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足 利 労 政 事 務 所 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（県土整備部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

大 田 原 土 木 事 務 所 平成₂₂年１月₁₅日 委託事務のうち、緊急地方道路整備事業費（公共事業費）
及び道路保全費に係る地質・土質調査業務委託（機械ボー
リング・解析等調査等）の設計積算において、設計業務
（解析業務）の算定を誤ったため、設計額が過小となって
いるものが５件₃，₇₅₀千円あった。

委託事務のうち、緊急地方道路整備事業費、道路整備費、
国庫補助基幹河川改修事業費、砂防調査費、国庫補助通常
砂防費に係る地質・土質調査業務委託（機械ボーリング・
解析等調査等）の設計積算において、技術経費の算定誤
りにより、設計額が過小となっているものが８件₃₆₅千円
あった。

鹿 沼 土 木 事 務 所 平成₂₂年２月２日 委託事務のうち、緊急地方道路整備事業費に係る工損調査
業務委託（工事損失事前調査）の設計積算において、諸経
費及び技術経費の算定誤りにより、設計額が過小となって
いるものが１件₂₆₀千円あった。

委託事務のうち、南摩ダム建設関連道路整備事業費に係る
地質調査業務委託（ＣＢＲ試験）の設計積算において、当
該業務には打合せ協議経費を計上できないが、これを計上
したため、設計額が過大となっているものが１件₁₁₁千円
あった。
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委託事務のうち、南摩ダム建設関連道路整備事業費に係る
地質調査業務委託（機械ボーリング・弾性波探査）の設計
積算において、設計業務（解析業務）の算定を誤ったた
め、設計額が過小となっているものが１件₁，₇₀₀千円あっ
た。

委託事務のうち、砂防調査費に係る地質調査業務委託（簡
易貫入試験・解析等調査等）の設計積算において、技術経
費の算定誤りにより、設計額が過小となっているものが１
件₉₁千円あった。

委託事務のうち、国庫補助基幹河川改修事業費に係る積算
業務委託において、直接人件費の積算に当たり、工事費に
よる標準歩掛の補正率の適用を誤ったため、設計額が過小
となっているものが１件₃₁₃千円あった。

工事事務のうち、国庫補助道路改築費に係る舗装工事（排
水工・車道舗装工等）、国庫補助道路改築工事（橋梁上部
工）及び国庫補助道路改築工事（逆Ｔ式橋台・コンクリー
トブロック積工）の設計積算において、共通仮設費率の補
正に当たり、補正区分の算定誤りにより、設計額が過小と
なっているものが３件₂，₇₁₀千円あった。

工事事務のうち、道路整備費に係る交通安全施設工事（歩
道路盤工・歩道舗装工・管渠型側溝工等）の設計積算にお
いて、処分費について設計積算システムの入力を誤ったこ
とにより、設計額が過小となっているものが１件₃₈₈千円
あった。

日 光 土 木 事 務 所 平成₂₂年２月２日 委託事務のうち、国庫補助火山砂防費及び国庫補助総合流
域防災事業費に係る地質・土質調査業務委託（機械ボーリ
ング・解析等調査等）の設計積算において、設計業務（解
析業務）の算定を誤ったため、設計額が過小となっている
ものが２件₃，₃₂₆千円あった。

委託事務のうち、道路環境安全費に係る積算業務委託の設
計積算において、直接人件費の積算に当たり、工事費によ
る標準歩掛の補正率の適用を誤ったため、設計額が過小と
なっているものが１件₁₅₉千円あった。

委託事務のうち、国庫補助総合流域防災事業費に係る３次
元数値地図作成業務委託（３次元数値地図作成）の設計積
算において、打合せ協議経費等の計上漏れにより、設計額
が過小となっているものが２件₁₇₈千円あった。

委託事務のうち、道路環境安全費、道路整備費及び国庫補
助通常砂防費に係る地質・土質調査業務委託（機械ボーリ
ング・解析等調査等）の設計積算において、技術経費の算
定誤りにより、設計額が過小となっているものが４件₂₁₈
千円あった。

工事事務のうち、国庫補助交通安全施設費に係る歩道工事
（管路工・歩道舗装工等）の設計積算において、諸経費の
積算に当たり、土木工事標準積算基準における「電線共
同溝工事」の工種区分を適用すべきところ、「道路改良工
事」を適用したため、設計額が過小となっているものが２
件₂，₀₄₈千円あった。
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工事事務のうち、地域自立・活性化交付金事業費に係る電
気設備工事（照明更新）の設計積算において、昼間工事で
あるにもかかわらず夜間工事の割増し労務単価を適用した
ため、設計額が過大となっているものが、２件₁，₁₀₂千円
あった。

真 岡 土 木 事 務 所 平成₂₂年２月２日 委託事務のうち、緊急地方道路整備事業費に係る土質調査
業務委託（ＣＢＲ試験）の設計積算において、当該業務
には打合せ協議経費を計上できないが、これを計上した
ため、設計額が過大となっているものが１件₂₃₇千円あっ
た。

委託事務のうち、国庫補助道路改築費、緊急地方道路整備
事業費、道路保全費、高等学校校地整備費に係る積算業務
委託の設計積算において、直接人件費の積算に当たり、
工種又は工事費による標準歩掛の補正率の適用を誤った
ため、設計額が過小となっているものが、５件₁，₄₉₅千円
あった。

委託事務のうち、緊急地方道路整備事業費、道路整備費、
国庫補助基幹河川改修事業費、国庫補助総合流域防災事業
費に係る地質・土質調査業務委託（機械ボーリング・解析
等調査等）の設計積算において、技術経費の算定誤りに
より、設計額が過小となっているものが９件₈₅₆千円あっ
た。

工事事務のうち、緊急地方道路整備事業費に係る電線共同
溝工事等（電線共同溝工・電線共同溝管路布設工・管渠型
側溝工・車道舗装工等）の設計積算において、共通仮設費
率の補正に当たり、補正区分の算定誤りにより、設計額が
過大となっているものが２件₁，₈₅₈千円あった。

栃 木 土 木 事 務 所 平成₂₂年２月５日 委託事務のうち、市町村道路整備受託事業費、緊急地方道
路整備事業費、国庫補助基幹河川改修事業費、国庫補助通
常砂防費、道路整備費に係る地質・土質調査業務委託（機
械ボーリング・解析等調査等）の設計積算において、技術
経費の算定誤りにより、設計額が過小となっているものが
５件₄₇₅千円あった。

委託事務のうち、国庫補助道路改築費、緊急地方道路整備
事業費、道路整備費、道路保全費に係る積算業務委託の設
計積算において、直接人件費の積算に当たり、工種又は工
事費による標準歩掛の補正率の適用を誤ったため、設計額
が過小となっているものが７件₇₆₃千円あった。

委託事務のうち、警察施設整備費に係る設計委託栃木警察
署旧庁舎解体工事の設計積算において、委託対象事業費
（再構築価格）の算定誤りにより、設計額が過大となって
いるものが１件₇₀千円あった。

宇 都 宮 土 木 事 務 所 平成₂₂年２月９日 委託事務のうち、国庫補助道路改築費、道路整備費、国庫
補助基幹河川改修事業費、高校再編整備費、国庫補助街路
事業費に係る地質・土質調査業務委託（機械ボーリング・
解析等調査等）の設計積算において、技術経費の算定誤
りにより、設計額が過小となっているものが７件₅₁₃千円
あった。
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委託事務のうち、緊急地方道路整備事業費及び河川受託事
業費に係る地質・土質調査業務委託（機械ボーリング・標
準貫入試験等）の設計積算において、設計業務（解析業
務）の算定を誤ったため、設計額が過小となっているもの
が２件₆₅₉千円あった。

委託事務のうち、国庫補助通常砂防費及び道路保全費に係
る積算業務委託の設計積算において、直接人件費の積算に
当たり、工事費及び工種による標準歩掛の補正率の適用を
誤ったため、設計額が過小となっているものが７件₁，₇₉₅
千円あった。

工事事務のうち、国庫補助道路改築費に係る道路改良工事
（擁壁工・管渠型側溝・Ａｓ舗装工等）の設計積算におい
て、残土処理工におけるダンプトラック運搬経費の算定を
誤ったため、設計額が過小となっているものが２件₃，₃₀₇
千円あった。

工事事務のうち、高等学校校地整備費に係る囲障改修工事
（擁壁工・フェンス設置工・植栽工等）の設計積算におい
て、諸経費の積算に当たり、土木工事標準積算基準におけ
る「道路改良工事」の工種区分を適用すべきところ、「公
園工事」を適用したため、設計額が過大となっているもの
が１件₆₆₁千円あった。

（教育委員会）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

宇都宮白楊高等学校 平成₂₂年１月₁₂日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

学 悠 館 高 等 学 校 平成₂₂年１月₁₂日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

矢 板 高 等 学 校 平成₂₂年１月₁₂日 給与事務のうち、住居手当の支給において、住居手当額決
定後、速やかに支給手続きを行っていなかったため、支給
不足となっているものが１件₁₀₃，₅₀₀円あった。

のざわ特別支援学校 平成₂₂年１月₁₅日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

わかくさ特別支援学校 平成₂₂年１月₁₅日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

那 須 特 別 支 援 学 校 平成₂₂年１月₁₅日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

南那須特別支援学校 平成₂₂年１月₁₅日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

今 市 工 業 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₂日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足 利 清 風 高 等 学 校
（足利西高等学校・足
利商業高等学校を含
む）

平成₂₂年１月₂₂日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

今 市 特 別 支 援 学 校 平成₂₂年１月₂₂日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足 利 特 別 支 援 学 校 平成₂₂年１月₂₂日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足利中央特別支援学校 平成₂₂年１月₂₂日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

富 屋 特 別 支 援 学 校 平成₂₂年１月₂₆日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

岡 本 特 別 支 援 学 校 平成₂₂年１月₂₆日 指摘事項に該当するものは認められなかった。
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国分寺特別支援学校 平成₂₂年１月₂₆日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

栃 木 特 別 支 援 学 校 平成₂₂年１月₂₆日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

上 都 賀 教 育 事 務 所 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

下 都 賀 教 育 事 務 所 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

那 須 教 育 事 務 所 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

安 足 教 育 事 務 所 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

宇 都 宮 東 高 等 学 校
（宇都宮東高等学校附
属中学校を含む）

平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

宇 都 宮 南 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

宇都宮清陵高等学校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

宇都宮女子高等学校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

宇都宮工業高等学校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

鹿 沼 農 業 高 等 学 校
（鹿沼南高等学校を含
む）

平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

鹿 沼 商 工 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

今 市 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

日 光 明 峰 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

上 三 川 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

小 山 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

小 山 南 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

小 山 西 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

栃 木 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

栃 木 女 子 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

栃 木 農 業 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

栃 木 工 業 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

栃 木 商 業 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

壬 生 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

佐 野 女 子 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

佐 野 松 陽 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

田 沼 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足 利 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足 利 南 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足 利 女 子 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足 利 工 業 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

真 岡 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。
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真 岡 北 陵 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

茂 木 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

烏 山 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

大 田 原 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

黒 羽 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

那 須 拓 陽 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

那 須 清 峰 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

黒 磯 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

黒 磯 南 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

塩 谷 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

高 根 沢 高 等 学 校 平成₂₂年１月₂₉日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

益 子 特 別 支 援 学 校 平成₂₂年２月２日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

粟 野 高 等 学 校 平成₂₂年２月５日 給与事務のうち、勤勉手当について、基準日以前６ヶ月の
期間において、実際に勤務した日があったにもかかわら
ず、育児休業期間及び特別休暇（出産）期間の双方を除算
期間としたことから、支給不足となっているものが１件 
₁₆₂，₄₃₃円あった。

真 岡 工 業 高 等 学 校 平成₂₂年２月５日 給与事務のうち、扶養手当の認定において、所得要件の確
認に際し、小規模企業共済契約に係る分割共済金受給分の
確認を怠ったため、扶養手当等が過支給となっていたもの
が１件₁₇₇，₀₇₁円あった。

河 内 教 育 事 務 所 平成₂₂年２月９日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

芳 賀 教 育 事 務 所 平成₂₂年２月９日 給与事務のうち、扶養手当において、認定後の処理及び
確認に際し、収入を認定時の遺族厚生年金のみとしてい
たが、₆₅歳到達受給による老齢基礎及び老齢厚生年金があ
り、その確認を怠ったため、扶養手当等が過支給となって
いたものが１件₁₂₈，₁₂₄円あった。

塩 谷 教 育 事 務 所 平成₂₂年２月９日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

南 那 須 教 育 事 務 所 平成₂₂年２月９日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

　───────────────────────────────────────────────
栃木県監査委員告示第５号
　地方自治法（昭和₂₂年法律第₆₇号）第₁₉₉条第７項の規定に基づく財政的援助団体等の監査を執行したので、
同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県監査委員　　三　　森　　文　　徳　　
　同　　　　　小　　瀧　　信　　光　　
　同　　　　　黒　　本　　敏　　夫　　
　同　　　　　田　　崎　　昌　　芳　　

監 査 箇 所
監 査
年 月 日

監 査 対 象
年 度

監 査 の 対 象 監 査 の 結 果
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学 校 法 人
中 山 学 園

平成₂₁年
₁₀月₂₀日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・幼稚園運営費補助金
・幼稚園地域子育て推進事業

費補助金
・幼稚園特別支援教育費補助

金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

日 本 赤 十 字 社
栃 木 県 支 部

平成₂₁年
₁₀月₂₀日

平成₂₀年度 　次の補助金等に係る出納そ
の他の事務の執行状況
・歯科保健医療事業費補助金
・救急医療施設運営費等補助

金
・救命救急センター設備整備

費補助金
・ハイリスク分娩受入促進事

業費補助金
・災害派遣医療チーム体制整

備費補助金
・へき地医療施設運営費等補

助金
・へき地医療拠点病院設備整

備費補助金
・栃木県新型インフルエンザ

患者入院医療機関設備整備
事業費補助金
・病院内保育所運営費補助金
・がん診療連携拠点機能強化

事業費補助金
・がん登録推進事業費補助金
・感染症指定医療機関運営費

等補助金
・栃木県外国人未払医療費補

助金
・血液事業費補助金
・栃木県公的医療機関整備資

金貸付金

　補助金等に係る事業は、目
的に沿って適正に執行された
ものと認められた。

学 校 法 人
高 徳 学 園

平成₂₁年
₁₀月₂₇日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・幼稚園運営費補助金
・幼稚園地域子育て推進事業

費補助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

財 団 法 人
大谷地域整備公社

平成₂₁年
₁₀月₃₀日

平成₂₀年度 　団体の運営状況及び次の補
助金等に係る出納その他の事
務の執行状況
・出資金
・財団法人大谷地域整備公社

安全対策推進事業費補助金
・公社等交付金

　団体の運営は、設立目的に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。
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財 団 法 人
栃 木 県 国 際 交 流
協 会

平成₂₁年
₁₀月₃₀日

平成₂₀年度 　団体の運営状況及び次の補
助金等に係る出納その他の事
務の執行状況
・出資金
・国際化推進事業費補助金
・公社等交付金

　団体の運営は、設立目的に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。

氏 家 商 工 会 平成₂₁年
₁₁月₁₇日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・小規模企業経営支援事業費

補助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

宇都宮商工会議所 平成₂₁年
₁₁月₁₇日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・小規模企業経営支援事業費

補助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

財 団 法 人
栃 木 県 育 英 会

平成₂₂年
１月₁₂日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・栃木県育英会補助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

国 民 体 育 大 会
栃 木 県 委 員 会

平成₂₂年
１月₁₉日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・国民体育大会派遣費補助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

学 校 法 人
永 井 学 園

平成₂₂年
１月₁₉日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・小・中・高校運営費補助金
・私立高等学校授業料減免補

助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

学 校 法 人
宇 都 宮 学 園

平成₂₂年
１月₁₉日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・小・中・高校運営費補助金
・私立高等学校授業料減免補

助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

学 校 法 人
矢板中央高等学校

平成₂₂年
１月₂₆日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・小・中・高校運営費補助金
・私立高等学校授業料減免補

助金
・結核予防費補助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

財 団 法 人
栃 木 県 環 境 保 全
公 社

平成₂₂年
２月９日

平成₂₀年度 　団体の運営状況及び次の補
助金等に係る出納その他の事
務の執行状況
・出資金
・廃棄物対策推進事業費補助

金
・廃棄物処理施設等周辺整備

事業市町村交付金
・公社等交付金
・損失補償付借入金

　団体の運営は、設立目的に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。



（261）栃 木 県 公 報 第2158号平成₂₂年３月₂₆日　金曜日

野岩鉄道株式会社 平成₂₂年
２月₁₆日

平成₂₀年度 　次の補助金に係る出納その
他の事務の執行状況
・野岩鉄道経営安定化補助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

財 団 法 人
栃 木 県 森 林 整 備
公 社

平成₂₂年
２月₁₆日

平成₂₀年度 　団体の運営状況及び次の補
助金等に係る出納その他の事
務の執行状況
・出資金
・造林事業補助金
・森林病害虫等防除活動支援

体制整備促進事業補助金
・公的森林整備促進事業補助

金
・林業労働力確保支援セン

ター事業補助金
・分収林事業貸付金
・損失補償付借入金

　団体の運営は、設立目的に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。

　───────────────────────────────────────────────
栃木県監査委員告示第６号
　地方自治法（昭和₂₂年法律第₆₇号）第₁₉₉条第₁₂項の規定に基づき、栃木県知事及び栃木県教育委員会教育
長から、監査の結果に基づき措置を講じた旨通知があったので、同項の規定により、次のとおり公表する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県監査委員　　三　　森　　文　　徳　　
　同　　　　　小　　瀧　　信　　光　　
　同　　　　　黒　　本　　敏　　夫　　
　同　　　　　田　　崎　　昌　　芳　　

監査の結果の措置状況

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 講 じ た 措 置

産業技術センター
（「技術支援セン
ター」を含む。）

平成₂₁年₁₁月₁₀日 　給与事務のうち、通勤手当に
おいて、認定経路を誤ったこと
により、過支給となっているも
のが４件₃₁₀，₃₆₀円あった。

　過支給分については、速やか
に返納処理を行いました。今後
は、再発防止を徹底するため、
事務担当者及び出納員が認定内
容の確認及び審査を確実に実施
し、適正な事務執行に努めま
す。

那 珂 川 水 系 ダ ム
管 理 事 務 所

平成₂₁年₁₁月₁₀日 　委託事務のうち、ダム統括管
理費に係る堤体測量業務委託
（視通し測量・水準測量）の設
計積算において、当該業務には
打合せ協議経費を計上できない
が、これを計上したため、設計
額が過大となっているものが１
件₅₅千円あった。

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、打合せ協議の経費を適正
に積算すべく設計積算の明確
化、チェック体制の改善など適
正な設計積算に努めます。

足 利 土 木 事 務 所 平成₂₁年₁₂月₁₅日 　委託事務のうち、道路整備費
に係る地質・土質調査業務委託
（土質試験）の設計積算におい
て、当該業務には打合せ協議経
費を計上できないが、これを計

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、打合せ協議の経費を適正
に積算すべく設計積算の明確
化、チェック体制の改善など適
正な設計積算に努めます。
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上したため、設計額が過大と
なっているものが１件₁₁₁千円
あった。

　委託事務のうち、道路整備費
に係る設計業務委託（路線選
定）の設計積算において、技術
経費の算定誤りにより、設計額
が過小となっているものが１件 
₆₆千円あった。

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、設計業務に係る技術経費
を適正に計上すべく適用の徹
底、検算等チェック体制を改善
し適正な設計積算に努めます。

　委託事務のうち、国庫補助道
路改築費に係る設計業務委託
（道路設計）の設計積算におい
て、道路実施設計（数量・図面
分割）における打合せ協議経費
の計上漏れにより、設計額が過
小となっているものが１件₁₆₈
千円あった。

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、設計業務に係る打合せ協
議の経費を計上すべく設計積算
の明確化、適用の周知徹底、
チェック体制の改善など適正な
設計積算に努めます。

　委託事務のうち、国庫補助急
傾斜地崩壊対策事業費に係る地
質・土質調査業務委託（土質ボー
リング調査等）の設計積算にお
いて、解析等調査における打合
せ協議経費の計上漏れにより、
設計額が過小となっているもの
が１件₈₈千円あった。

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、解析等調査に係る打合せ
協議の経費を計上すべく設計積
算の明確化、適用の周知徹底、
チェック体制の改善など適正な
設計積算に努めます。

佐 野 土 木 事 務 所 平成₂₁年₁₂月₁₈日 　委託事務のうち、道路調査費
及び道路整備費に係る地質・土
質調査業務委託（機械ボーリン
グ・解析等調査等）の設計積算
において、技術経費の算定誤り
により、設計額が過小となっ
ているものが２件₂₂₀千円あっ
た。

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、設計業務に係る技術経費
を適正に計上すべく適用の徹
底、検算等チェック体制を改善
し、適正な設計積算に努めま
す。

　委託事務のうち、国庫補助総
合流域防災事業費に係る積算業
務委託の設計積算において、直
接人件費の積算に当たり、工種
による標準歩掛の補正率の適用
を誤ったため、設計額が過小と
なっているものが１件₃₄₁千円
あった。

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、直接人件費の積算を適正
に計上すべく設計積算の明確
化、適用の徹底、チェック体制
の改善など適正な設計積算に努
めます。

　収入・支出事務のうち、河川
改良費に係る河川維持管理業務
委託及び河川管理業務委託につ
いて、支出科目を委託料とすべ
きところ、工事請負費としてい
たものが６件₂₀，₃₄₉，₀₀₀円あっ
た。

　同種維持管理業務委託につい
て、支出科目の誤りのないよう
再発防止を徹底し、適正な事務
処理に努めます。
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矢 板 土 木 事 務 所 平成₂₁年₁₂月₂₂日 　委託事務のうち、国庫補助総
合流域防災事業費に係る地質調
査業務委託（地質調査）の設計
積算において、解析等調査にお
ける打合せ協議経費の計上漏れ
により、設計額が過小となっ
ているものが１件₈₈千円あっ
た。

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、解析調査等に係る打合せ
協議の経費を適正に計上すべく
設計積算の明確化、適用の徹
底、チェック体制の改善など適
正な設計積算に努めます。

　委託事務のうち、国庫補助総
合流域防災事業費に係る地質・
土質調査業務委託（地質調査・
土質試験）の設計積算におい
て、解析等調査における打合せ
協議経費の計上漏れにより、設
計額が過小となっているものが
１件₈₈千円あった。

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、解析調査等に係る打合せ
協議の経費を適正に計上すべく
設計積算の明確化、適用の徹
底、チェック体制の改善など適
正な設計積算に努めます。

　委託事務のうち、道路保全費
に係る積算業務委託の設計積算
において、直接人件費の積算に
当たり、工事費による標準歩掛
の補正率の適用を誤ったため、
設計額が過小となっているもの
が１件₁₅₉千円あった。

　同種委託の設計積算に当たっ
ては、直接人件費の積算を適正
に計上すべく設計積算の明確
化、適用の徹底、チェック体制
の改善など適正な設計積算に努
めます。

盲 学 校 平成₂₁年₁₂月₂₂日 　給与事務のうち、大学院修学
休業を取得した職員の期末手当
において、在職期間の計算誤り
のため、支給不足となっている
ものが１件₁₃₈，₄₆₉円あった。

　支給不足分については、速や
かに追給処理を行いました。今
後は、再発防止を徹底するた
め、事務担当者及び出納員が認
定内容の確認及び審査を確実に
実施し、適正な事務執行に努め
ます。

　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 監 査 委 員 訓 令 第 一 号

栃 木 県 監 査 委 員 事 務 局　

　 栃 木 県 監 査 委 員 事 務 局 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 監 査 委 員　 　

　 　 　 栃 木 県 監 査 委 員 事 務 局 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 栃 木 県 監 査 委 員 事 務 局 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 監 査 委 員 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 一 項 中 「 及 び 監 査 第 二 担 当 」 を 「 、 監 査 第 二 担 当 及 び 監 査 第 三 担 当 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県警察本部庁舎で使用する電力　予定使用電力量₅，₀₆₀，₄₆₀kwh　②栃木県警察本部警務部会計課　栃
木県宇都宮市塙田１︲１︲₂₀　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤株式会社エネット　東京都港区芝公園１︲８
︲₁₂　⑥₈₁，₆₄₇，₇₈₇円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₂日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県保健環境センター所長　　吉　　沢　　朋　　子　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県保健環境センターで使用する電力　予定使用電力量₂，₂₄₄，₀₀₀kwh　②栃木県保健環境センター　栃
木県宇都宮市下岡本町₂₁₄₅︲₁₃　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ　東京都品川区
東五反田５︲₁₁︲１　⑥₃₆，₁₂₉，₅₁₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₅日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県立がんセンター所長　　児　　玉　　哲　　郎　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県立がんセンターで使用する電力　予定使用電力量₆，₆₉₀，₀₀₀kwh　②栃木県立がんセンター　栃木県
宇都宮市陽南４︲９︲₁₃　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤株式会社エネット　東京都港区芝公園１︲８︲₁₂　
⑥₁₀₄，₇₁₅，₂₉₆円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₉日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

とちぎリハビリテーションセンター所長　　川　　田　　英　　樹　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
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の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①とちぎ健康の森で使用する電力　予定使用電力量₆，₂₆₀，₀₀₀kwh　②とちぎリハビリテーションセン
ター　栃木県宇都宮市駒生町₃₃₃₇︲１　③購入等　④平成₂₂年３月３日　⑤昭和シェル石油株式会社　東京
都港区台場２︲３︲２　⑥₁₀₆，₆₈₀，₇₈₁円　⑧平成₂₂年１月₁₉日　⑨地方自治法施行令（昭和₂₂年政令第₁₆号）
第₁₆₇条の２第１項第８号
２　①とちぎリハビリテーションセンターで使用するガス　予定使用ガス量　中圧₄₈₉，₈₀₀立法メートル　低

圧₁₀，₂₀₀立法メートル　②とちぎリハビリテーションセンター　栃木県宇都宮市駒生町₃₃₃₇︲１　③購入等
④平成₂₂年２月₂₆日　⑤東京ガス株式会社　東京都港区海岸１︲５︲₂₀　⑥₃₂，₆₃₁，₉₀₀円　⑦一般競争入札　
⑧平成₂₂年１月₁₂日　⑪最低価格

　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県産業技術センター所長　　天　神　林　　孝　　二　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県産業技術センターで使用する電力　予定使用電力量₂，₆₂₀，₀₀₀kwh　②栃木県産業技術センター　栃
木県宇都宮市刈沼町₃₆₇︲１　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤新日本石油株式会社　東京都港区西新橋１︲
３︲₁₂　⑥₄₃，₀₀₆，₂₇₈円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₅日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県水産試験場長　　糟　　谷　　浩　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県水産試験場・なかがわ水遊園及び栃木県水産試験場片府田試験池で使用する電力　予定使用電力量
₄，₃₇₁，₀₀₀kwh及び₅₀₉，₀₀₀kwh　②栃木県水産試験場　栃木県大田原市佐良土₂₅₉₉　③購入等　④平成₂₂年３
月４日　⑤東京電力株式会社　東京都千代田区内幸町１︲１︲３　⑥₇₅，₁₂₂，₁₂₂円　⑦一般競争入札　⑧平成
₂₂年１月₁₉日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日

栃木県下水道管理事務所長　　蒔　　田　　　　　健　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
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札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①鬼怒川上流流域下水道鬼怒川上流浄化センターで使用する電力　予定使用電力量₃，₂₅₀，₀₀₀kwh　②栃
木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤東京電力株式
会社　東京都千代田区内幸町１︲１︲３　⑥₅₀，₁₉₅，₇₈₄円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₉日　⑪最低価
格
２　①巴波川流域下水道巴波川浄化センターで使用する電力　予定使用電力量₃，₃₅₅，₀₀₀kwh　②栃木県下水

道管理事務所　栃木県河内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤東京電力株式会社　東
京都千代田区内幸町１︲１︲３　⑥₄₉，₈₂₆，₄₆₆円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₉日　⑪最低価格
３　①北那須流域下水道北那須浄化センターで使用する電力　予定使用電力量₂，₄₈₄，₀₀₀kwh　②栃木県下水

道管理事務所　栃木県河内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤東京電力株式会社　東
京都千代田区内幸町１︲１︲３　⑥₃₇，₅₆₄，₃₂₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₉日　⑪最低価格
４　①鬼怒川上流流域下水道中央浄化センターで使用する電力　予定使用電力量₇，₇₁₉，₀₀₀kwh　②栃木県下

水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤東京電力株式会社　
東京都千代田区内幸町１︲１︲３　⑥₁₁₄，₁₅₁，₂₁₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₉日　⑪最低価格
５　①渡良瀬川下流流域下水道大岩藤浄化センターで使用する電力　予定使用電力量₂，₃₆₅，₇₄₇kwh　②栃木

県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤東京電力株式会
社　東京都千代田区内幸町１︲１︲３　⑥₃₆，₂₀₄，₁₂₆円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₉日　⑪最低価格
６　①渡良瀬川上流流域下水道秋山川浄化センターで使用する電力　予定使用電力量₆，₁₉₂，₀₀₀kwh　②栃木

県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤東京電力株式会
社　東京都千代田区内幸町１︲１︲３　⑥₈₇，₆₃₆，₁₀₁円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₉日　⑪最低価格
７　①栃木県下水道資源化工場で使用する電力　予定使用電力量₇，₄₉₈，₀₀₀kwh　②栃木県下水道管理事務所

栃木県河内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月５日　⑤東京電力株式会社　東京都千代田区内
幸町１︲１︲３　⑥₁₀₈，₃₉₇，₀₆₆円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₁₉日　⑪最低価格
８　①栃木県下水道資源化工場運転操作業務　一式　②栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町多功

₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月₁₀日　⑤荏原エンジニアリングサービス株式会社北関東営業所　埼玉県さ
いたま市大宮区桜木町４丁目₂₅₂　⑥₂₁₄，₂₀₀，₀₀₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₁年₁₂月４日　⑪最低価格
９　①鬼怒川上流流域下水道中央浄化センター運転操作業務　一式　②栃木県下水道管理事務所　栃木県河

内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月₁₀日　⑤テスコ株式会社　東京都新宿区信濃町₃₄　⑥
₁₃₇，₅₅₀，₀₀₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₁年₁₂月４日　⑪最低価格

₁₀　①渡良瀬川上流流域下水道秋山川浄化センター運転操作業務　一式　②栃木県下水道管理事務所　栃木県
河内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月₁₀日　⑤日本ヘルス工業株式会社栃木オフィス　栃木
県宇都宮市大通り２︲１︲５　⑥₁₂₃，₉₀₀，₀₀₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₁年₁₂月４日　⑪最低価格

₁₁　①鬼怒川上流流域下水道鬼怒川上流浄化センター運転操作業務　一式　②栃木県下水道管理事務所　栃木
県河内郡上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月₁₀日　⑤日本ヘルス工業株式会社栃木オフィス　栃
木県宇都宮市大通り２︲１︲５　⑥₁₂₂，₈₅₀，₀₀₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₁年₁₂月４日　⑪最低価格

₁₂　①巴波川流域下水道巴波川浄化センター運転操作業務　一式　②栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡
上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月₁₀日　⑤栃木公営企業株式会社　栃木県宇都宮市松原２︲５
︲₂₁　⑥₁₀₂，₉₀₀，₀₀₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₁年₁₂月４日　⑪最低価格

₁₃　①北那須流域下水道北那須浄化センター運転操作業務　一式　②栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡
上三川町多功₁₁₅₉　③購入等　④平成₂₂年３月₁₀日　⑤日本ヘルス工業株式会社栃木オフィス　栃木県宇都
宮市大通り２︲１︲５　⑥₉₈，₀₇₀，₀₀₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₁年₁₂月４日　⑪最低価格

　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成₂₂年３月₂₆日
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栃木県鬼怒水道事務所長　　黒　　川　　昌　　司　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県鬼怒水道事務所及び板戸取水場で使用する電力　予定使用電力量₄，₆₃₃，₁₄₀ｋʷʰ　②栃木県鬼怒水道
事務所　栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺₁₉₀₀　③購入等　④平成₂₂年３月９日　⑤株式会社Ｆ︲Ｐｏｗｅｒ　東
京都品川区東五反田５︲₁₁︲１　⑥₆₈，₇₈₇，₇₄₀円　⑦一般競争入札　⑧平成₂₂年１月₂₂日　⑪最低価格

（会計局管理課）　
　───────────────────────────────────────────────

宇都宮市街地開発組合

宇 都 宮 市 街 地 開 発 組 合 規 則 第 一 号

　 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 六 日

宇 都 宮 市 街 地 開 発 組 合 長　 　 福　 　 田　 　 富　 　 一　 　

　 　 　 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 額 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 三 年 宇 都 宮 市 街 地 開 発 組 合 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 の 表 中 「 三 十 二 万 三 千 円 」 を 「 三 十 万 六 千 円 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　───────────────────────────────────────────────
宇都宮市街地開発組合告示第９号
　平成₂₂年３月₁₆日招集した第₂₀₉回宇都宮市街地開発組合議会定例会は、３月₁₆日閉会した。
　議決事項は、次のとおりである。
　　平成₂₂年３月₂₆日

宇都宮市街地開発組合　　　　　　　　
組合長　　福　　田　　富　　一　　

第１号議案　平成₂₂年度宇都宮市街地開発組合一般会計予算
第２号議案　平成₂₁年度宇都宮市街地開発組合一般会計補正予算（第１号）
　───────────────────────────────────────────────
宇都宮市街地開発組合告示第10号
　平成₂₂年度宇都宮市街地開発組合一般会計予算は、平成₂₂年３月₁₆日成立の結果、次の通りである。
　　平成₂₂年３月₂₆日

宇都宮市街地開発組合　　　　　　　　
組合長　　福　　田　　富　　一　　

平成₂₂年度宇都宮市街地開発組合一般会計予算
　平成₂₂年度宇都宮市街地開発組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
　（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ₁₂₄，₂₈₆千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
第１表　歳入歳出予算
　歳入

（単位千円）
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款 項 金　　　　　　額

１　使 用 料 及 び 手 数 料 1

１　使 用 料 1

２　財 産 収 入 ₆₀，₃₄₅

１　財 産 運 用 収 入 ₆₀，₃₄₄

２　財 産 売 払 収 入 1

３　繰 入 金 ₆₃，₅₂₂

１　基 金 繰 入 金 ₆₃，₅₂₂

４　繰 越 金 ₄₀₀

１　繰 越 金 ₄₀₀

５　諸 収 入 ₁₈

１　預 金 利 子 1

２　雑　　　　　　　　　　　入 ₁₇

歳 入 合 計 ₁₂₄，₂₈₆

　歳出
（単位千円）

款 項 金　　　　　　額

１　議 会 費 ₂，₆₀₀

１　議 会 費 ₂，₆₀₀

２　総 務 費 ₁₁₇，₁₄₅

１　総 務 管 理 費 ₁₁₆，₉₇₀

２　監 査 委 員 費 ₁₇₅

３　処 分 管 理 費 ₄，₀₄₁

１　処 分 管 理 費 ₂，₆₁₉

２　販 売 促 進 費 ₁，₄₂₁

３　企 画 費 1

４　予 備 費 ₅₀₀

１　予 備 費 ₅₀₀

歳 出 合 計 ₁₂₄，₂₈₆

　───────────────────────────────────────────────
宇都宮市街地開発組合告示第11号
　平成₂₁年度宇都宮市街地開発組合一般会計補正予算（第１号）については、平成₂₂年３月₁₆日成立の結果、
次の通りである。
　　平成₂₂年３月₂₆日

宇都宮市街地開発組合　　　　　　　　
組合長　　福　　田　　富　　一　　

平成₂₁年度宇都宮市街地開発組合一般会計補正予算（第１号）
　平成₂₁年度宇都宮市街地開発組合の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒₃₂₀︲₈₅₀₁ 宇都宮市塙田１丁目１番₂₀号　販売価格１か月₂，₉₀₀円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒₃₂₁︲₀₉₀₄ 宇都宮市陽東５丁目９番₂₁号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

　（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ₃，₆₈₆千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ₁，₃₅₉，₂₆₈千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表　歳入歳出予算補正」による。
第１表　歳入歳出予算補正
　歳入

（単位千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２　財 産 収 入 ₈₁，₄₉₈ ₃，₆₈₆ ₈₅，₁₈₄

１　財 産 運 用 収 入 ₈₁，₄₉₇ ₃，₆₈₆ ₈₅，₁₈₃

歳 入 合 計 ₁，₃₅₅，₅₈₂ ₃，₆₈₆ ₁，₃₅₉，₂₆₈

　歳出 
（単位千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２　総 務 費 ₁，₃₄₄，₃₆₃ ₃，₆₈₆ ₁，₃₄₈，₀₄₉

１　総 務 管 理 費 ₁，₃₄₄，₁₇₅ ₃，₆₈₆ ₁，₃₄₇，₈₆₁

歳 出 合 計 ₁，₃₅₅，₅₈₂ ₃，₆₈₆ ₁，₃₅₉，₂₆₈

　───────────────────────────────────────────────


